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背景 

 我が国大学の知財収入を米国等の他国大学と比較すると、特許登録件数の

差に対して、知財収入の差が大きいことが指摘されている。 

大学知財の社会実装機会の最大化を図るうえで、当該差の要因についての

調査・分析が求められた。  

調査結果の分析・取りまとめ 

 公開情報調査・ヒアリング調査の調査結果、および、委員会での議論を踏ま

えた報告書と事例集の取りまとめを行った。 

委員会 

 委員会は３回にわたり開催した。デスクトップ調査やヒアリング結果をも

って、日米の知財収入差の要因や、国内大学の課題、大学にとってのプラクテ

ィス、事例集の取りまとめ方針等について議論した。  

デスクトップ調査 

 定量分析にあたり、日本のデータは文部科学省の産学連携実施状況調査を、

米国のデータは AUTM STATT を主に参照しながら調査・分析を実施した。 

目的 

デスクトップ調査によって定量・定性情報から、日米の大学における知財

収入の差を構成する要因について調査を実施する。そのうえで知財収入差に

つながる背景的要因の違いについて、大学へのヒアリングをもって整理する。 

併せて、日本の大学の技術移転における課題についても聴取し、国内外に

おける技術移転のベストプラクティスを整理のうえ、事例集として公開する。 

ヒアリング調査 

 日米の知財収入差について、デスクトップ調査の結果をもって、考えられ

る要因の仮説を整理のうえで、大学へのヒアリングを実施し仮説を検証した。 

 また、日本の大学へのヒアリングの中で技術移転活動の課題を収集し、日

本も含め米国・諸外国等へのヒアリングの中で課題に対応するプラクティス

について収集した。 
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I. 本調査事業の背景・目的 

 

1．本調査事業の背景と目的  

（１）  本調査事業の背景  

我が国の大学等は、高い技術シーズの創出能力を有しており、イノベーショ

ンの源泉として重要な役割を担っている。こうした技術シーズを社会実装につ

なげ、イノベーションを創出していくためには、大学等から産業界への円滑な

技術移転が不可欠である。 

 

しかしながら、我が国の大学等における知的財産権から生じる収入（以下、

「知財収入」という。 1）は、米国の水準と比較して低い水準に留まっていると

の指摘がかねてよりなされている。こうした日米間の知財収入の差について

は、その背景にある要因について大学の現場等においても議論が行われてきた

ところである。 

 

この点について、経済産業省産業構造審議会 知的財産分科会における「大学

知財・スタートアップからの知財活動の在り方に関する検討会」等において、

日米の大学間には約 52 倍もの知財収入差が存在することが改めて示された。こ

うした議論をさらに深め、実効性のある施策につなげるためには、「知財収入」

という総額のみならず、その収益構造をさらに分解し、収益獲得のどの段階や

形態において差が生じているかを詳細に検討することが求められる。  

 

また、生じている知財収入差が、両国の研究開発規模の差異等を勘案しても

なお構造的な課題に起因するものであるならば、我が国の大学における技術移

転活動の現場において、収益獲得能力を向上させるための余地が存在すると考

えられる。そうした改善に向けた仕組みづくりや具体的な取り組みについて

は、海外等の先進事例を参照しつつ、「プラクティス」として体系化されるべき

である。 

  

 

 
1 本調査において、知財収入は主に特許権実施許諾収入と同視して取り扱っている。  
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（２）  本調査事業の目的 

 

 こうした背景のもと、本調査では、日米等の大学における知財収入差の実態

およびその要因を明らかにすることを目的として実施した。具体的には、両国

間に知財収入差が生じているのか、その差は研究開発規模の違いのみに起因す

るものか、あるいは収入構造のどの部分に差異が生じているのかといった問い

に対し、定量的なデータ分析を通じて検証を行った。こうした日米の技術移転

活動を取り巻く環境的・構造的な差異を明らかにすることは、各大学が自学の

知財戦略を策定し、国内外の大学をベンチマークする際の基礎的な情報として

資するものと考えられる。 

 

また、日米間の知財収入差の実態解明を通じて、我が国の大学においても技

術移転活動による対価獲得能力を向上させる余地があるかについて検討を行っ

た。技術移転活動は、大学における知の創造と還元の循環システムの一要素で

あるが、各大学における活動の高度化は、大学経営基盤の強化に直結するもの

である。多様なリソースが研究現場へ再投資され、優れた研究成果が創出され

るという、社会と大学双方にとっての好循環の実現を期待するものである。  

 

上記の目的を掲げ、本調査においては、日本の大学へのヒアリングを通じて

ライセンス契約実務等の局面における課題を抽出するとともに、日本、米国、

および諸外国と地域（諸外国等）の大学における先進的な取り組み事例を収集

した。日本の大学が抱える課題に対応する解決策のエッセンスを「プラクティ

ス」として体系化し、具体的な実装形態や打ち手として整理を行った。  

 

なお、抽出されたプラクティスには、多くの大学が直面する課題に対する基

礎的なものから、技術移転活動や知財戦略（単願特許の確保等）が進展した段

階で参照すべき発展的な事例まで幅広く含まれている。各大学が自学のフェー

ズや課題に応じて適宜参照し、実効的なアクションにつなげるための指針とな

ることを期待するものである。  
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II.本事業の位置づけの理解・実施概要  

 

1. 本事業の位置づけの理解  

（１）政策的・経緯における位置づけ  

 

 我が国の大学等における産学連携活動の進展に伴い、その成果の一つである知

財収入の日米間における規模の乖離については、かねてより政策的な課題として

認識され、継続的な実態把握と要因分析が行われてきた。  

 

 2000 年代後半から 2010 年代初頭にかけての調査においては、日米の知財収

入に約 100 倍から 150 倍の開きがあることが定量的に示された。 2当初、この格

差の主要因については、米国におけるバイ・ドール法施行（1980 年）からの歴

史的経緯を踏まえたタイムラグに求める議論や、米国特有の「ブロックバスター

（大型特許）」の存在によるものとする分析がなされてきた。 3 

 

 その後、2010 年代中盤以降の調査研究においては、単なる時間の経過のみな

らず、日米の収益構造の違いに焦点が当てられるようになった。具体的には、日

本の大学等は特許出願件数こそ多いものの、米国と比較してランニングロイヤリ

ティの比率が低く、一時金収入に依存している可能性や、知財マネジメント戦略

の相違が収入差に影響している可能性が指摘されるなど、議論はマクロな収入比

較から、より具体的な収益構造の分析へと深化してきた経緯がある。 45 

 

本調査事業は、こうした一連の議論や先行調査の系譜に位置づけられるもので

ある。本事業では、先行調査等で指摘されてきた様々な仮説を念頭に置きつつ、

まずは日米の知財収入差の実態について、定量的なデータに基づき多角的な観点

から検証を行った。その分析の過程において、日米の差を生じさせている主要因

としてランニングロイヤリティ等の収益構造の違いや、それを生み出す背景にあ

る技術移転活動の質的な差異に着目し、ヒアリング調査を通じてそれらの実態を

現場レベルでの具体的な「プラクティス」として抽出することを試みた点に特徴

がある。  

 

 

 
2 文部科学省「イノベーション促進のための産学官連携基本戦略  ～イノベーション・エコシステムの

確立に向けて～（２）」  
3 INPIT, 『特許研究』 No.49 諸岡  健一「さらなる産学連携の発展に向けて  」  
4 文部科学省「日本及び米国の大学における産学連携活動に関する分析」  
5 文部科学省「オープン＆クローズ戦略時代の大学知財マネジメントに関する検討会」  参考資料より  
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（１）大学経営・知財マネジメントにおける位置づけ  

 

 また、「大学知財ガバナンスガイドライン」（令和 3 年、内閣府・文部科学省・

経済産業省）においては、大学等の知財を組織的な経営資源として位置づけ、そ

の創出から管理、活用に至る一連の知財マネジメントを通じて、社会価値及び大

学への資金還流を生み出すことが重要であるとされている。同ガイドラインでは、

知財の機関帰属の原則や、大学全体の戦略に基づく知財ポートフォリオの構築と

いった、知財マネジメント全体にわたる基本的な考え方や体制整備のあり方が示

されている。  

 

本調査事業は、ガイドラインが示す知財マネジメントの全体像の中で、特に研

究成果を産業界へ移転し対価を得るプロセスである「知財ライセンス」の領域に

焦点を当てたものである。ガイドラインが、大学経営における知財活用の方向性

やガバナンスの在り方を示すものであるのに対し、本事業は、その実効性を高め

るために必要な、具体的な知財ライセンス契約の実務や収益構造における改善余

地を国内外の大学への定量・定性的な調査をもって行ったものとして位置づけら

れる。  

 

図表  1：  一気通貫の知財マネジメント（例）における知財ライセンスの位置づ

け 6 

 

 

 

 

 
6 令和 5 年度  大学知財ガバナンスガイドライン 19 頁（内閣府・文部科学省・経済産業省、 2023 年 3

月）  



 

- 5 - 

 

2. 事業の実施概要  

（１）本事業の実施スケジュール  

 

 本事業は、以下の工程に従い実施した。  

 

まず、日米における知財収入差の実態を把握するための調査を令和 7 年 8 月

より開始した。具体的には、各種データベースや公開情報を用いた定量的な調

査を行うとともに、日本および米国の大学や技術移転機関に対するヒアリング

を実施し、分析結果やデータの解釈について整合性の確認を行った。これらの

調査結果については、翌年 1 月末の委員会報告をもって完了した。  

 

また、上記の日米調査と並行して、技術移転活動における課題およびプラク

ティスに関する調査を実施した。本調査にあたっては、まず令和 7 年の 8 月か

ら 9 月にかけて、日本と取り巻く環境や経済規模等が類似する諸外国等の選定

を行い、その中から技術移転活動が活発であると見られる大学を探索し、ヒア

リング調査の候補先を絞り込んだ。同 9 月 8 日に開催された第 1 回委員会にお

いて調査対象大学の選定を完了し、その後、諸外国等の大学に加え、日本およ

び米国の大学への本格的なヒアリング調査を開始した。各地域の大学へのヒア

リング調査は、日本の大学については同 12 月 25 日、諸外国等の大学について

は令和 8 年 1 月 28 日、米国の大学については同 1 月 29 日をもってそれぞれ完

了した。 

 

さらに、これらの調査活動と並行して、事務局による調査内容を基に委員会

における討議を行った。委員会は計 3 回開催し、第 1 回を令和 7 年 9 月 8 日、

第 2 回を同 10 月 20 日、第 3 回を翌年 1 月 16 日に実施した。 

 

以上のプロセスを経て、調査結果の分析およびとりまとめを行い、本報告書

および事例集の作成を行った。 
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図表  2： 本事業の実施スケジュール  
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（２）調査の実施内容と項目  

 

 本調査では、日米等の知財収入差の実態把握を目的とした「国内外公開情報

調査（デスクトップ調査）」と、その背景要因や具体的な取り組み事例を収集す

るための「ヒアリング調査」を実施した。  

 

（ i）  デスクトップ調査の実施内容  

 

 国内外公開情報調査は、日本および米国における知財収入差の実態に関わる

各種指標の確認、ならびに諸外国等におけるヒアリング対象大学の選定に資す

る基礎情報の収集を目的として実施した。  

 

 調査にあたっては、各国の公的な統計データや業界団体の調査レポート等を

参照した。具体的には、日本については文部科学省「大学等における産学連携

等実施状況調査」等を用いて知財収入の実態を確認するとともに、 NISTEP（科

学技術・学術政策研究所）等のデータを用いて研究開発規模の調査を行った。

米国については、AUTM（米国大学技術移転協会）の提供すデータベース「AUTM 

STATT」等を知財収入の調査に、NSF（米国国立科学財団）等のデータを研究開

発規模の調査に用いた。本調査においては 2022 年（日本の場合は 2022 年度）

のデータをいずれのソースにおいても可能な限り参照の上で比較を行った。な

るべく最新のデータかつ、他のデータセットを参照した際、タイムラインが都

度変わることがないようにという意図による。また、諸外国等については、英

国の HESA（高等教育統計局）等の各国の技術移転統計を参照した。  

 

 主な調査項目としては、日本および米国については、知財収入総額やその内

訳に加え、研究開発費等の研究規模に関わる各種指標、および研究分野の構成

比等の属性的な差異を示す指標についても調査・分析を行った。諸外国等につ

いては、公開情報の制約等を踏まえつつ、主に知財収入規模等の基礎的な指標

を中心に調査を実施した。 
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（ ii）  ヒアリング調査の実施内容  

 

ヒアリング調査は、日本、米国、および諸外国等の大学、ならびに各国の技

術移転に関わる専門機関等を対象として実施した。調査の目的は対象地域およ

び実施時期により異なり、以下の通り設定した。  

 

日本および米国の大学等に対しては、調査の初期段階において、国内外公開

情報調査で得られた日米知財収入差に関する数値データの解釈や、統計には表

れにくい実態の確認を主たる目的としてヒアリングを行った。その後、調査の

後期段階においては、技術移転活動における具体的な課題の抽出や、それらに

対応する先進的な取り組み（プラクティス）の探索を目的として実施した。  

  

また、諸外国等の大学等に対しては、主に我が国の大学にとって参考となる

プラクティスの探索を目的としてヒアリングを実施した。なお、調査対象の選

定にあたって、シンガポールおよび台湾については、本調査の趣旨に合致する

適切なヒアリング対象機関の選定に至らなかったため、今回の実施対象からは

除外している。 

 

図表 3：【日本】ヒアリングを実施した組織・大学 

分類 組織 

技術移転機関 A 機関 

知財収入上位の 

国立大学 

B 大学 

C 大学 

D 大学 

E 大学 

F 大学 

G 大学 

知財収入上位の 

工業大学 

H 大学 

I 大学 

知財収入上位の 

私立大学 

J 大学 

K 大学 
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図表  4：【米国】ヒアリングを実施した組織・大学 

分類 組織 

技術移転機関 A 機関 

知財収入上位の 

私立大学 

B 大学 

C 大学 

D 大学 

E 大学 

F 大学 

知財収入上位の 

工科大学 
G 大学（私立） 

知財収入中位の 

工科大学 
H 大学（州立） 

知財収入中位の 

州立大学 

I 大学 

J 大学 

 

図表  5：【諸外国等】ヒアリングを実施した組織・大学  

分類 組織 

欧州 A 機関 

オーストラリア 

B 機関 

C 大学 

D 大学 

ドイツ E 機関 

F 大学 

G 大学 

フランス H 機関 

I 大学 

韓国 J 機関 

K 大学 

シンガポール L 大学 

台湾 M 大学 

イギリス N 機関 

O 大学 

スイス P 大学 

オランダ Q 大学 
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（３）委員会の実施内容・方向性  

 

 委員会は全 3 回に渡って開催した。 

 

（ i）  第一回委員会の開催概要  

 

日時：令和 7 年 9 月 8 日（月）10:00~12:00 

場所：特許庁 16 階特別会議室、Teams による Web 会議  

議題：  

１．開会 

２．委員からのご挨拶 

３．議事 

（１）本年度事業趣旨、背景と目的  

（２）日米調査実施方針  

（３）諸外国等調査方針 

４．今後のスケジュール・事務連絡 

５．閉会 

 

配布資料： 

資料１ 議事次第 

資料２ 委員名簿 

資料３ 説明資料 
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（ ii）  第二回委員会の開催概要  

 

日時：令和 7 年 10 月 20 日（月）10:00~12:00 

場所：特許庁 9 階 庁議室、Teams による Web 会議 

議題：  

１．開会 

２．議事 

（１）第 2 回委員会の趣旨  

（２）日米知財収入差の要因調査  

（３）日本の大学にとって参考となるプラクティスの収集  

3．今後のスケジュール・事務連絡 

4．閉会 

 

配布資料： 

資料１ 議事次第 

資料２ 委員名簿 

資料３ 説明資料 
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（ iii）  第三回委員会の開催概要  

 

日時：令和 8 年 1 月 16 日(金) 15:00～17:00 

場所：特許庁 9F 庁議室、Teams による Web 会議 

議題：  

１．開会 

２．議事 

（１）第 3 回委員会の趣旨  

（２）日米知財収入差の調査  

（３）課題・プラクティスの調査  

（４）事例集のとりまとめ方針  

（５）今後の論点 

 

３．今後のスケジュール・事務連絡 

４．閉会 

 

配布資料： 

資料１ 議事次第 

資料２ 委員名簿 

資料３ 説明資料 

資料４ ヒアリング調査 まとめ資料 
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Ⅲ．  調査結果  

 

 日本と米国の大学における知財収入差では、はじめに文部科学省の産学連携

実施状況調査や AUTM STATT といった、日米、そして諸外国等における定量的な

面から行った調査について報告する。そのうえで定量的な調査を補う定性的な

情報調査について報告する。 

 

1．日本と米国の大学における知財収入差  

 

（ i）  日米の大学における知財収入差の調査結果  

 

本調査における定量分析においては、日本のデータとして文部科学省「令和

4 年度 大学等における産学連携等実施状況調査」における知財収入を、米国の

データとして「AUTM STATT」における 2022 年の Gross License Income（ライ

センス収入総額）を用いた。なお、日米の比較可能性を高めるため、米国のデ

ータからは病院および独立した研究機関法人を除外し、大学のみを抽出して集

計を行っている。 

 

上記の条件に基づき比較を行った結果、 2022 年時点において、米国の大学に

おける知財収入規模は約 4,161 億円 7であるのに対し、日本の大学は約 65 億円

であり、その差は約 64 倍に達することが明らかとなった。（図表 6） 

 

図表  6：日本と米国の知財収入差（2022 年） 

 

 

この日米差については、以下の 2 点について特筆すべき傾向が見られる。  

第一に、経年変化の傾向である。日本の知財収入規模は 2016 年の約 35 億円

から 2022 年の約 65 億円へと着実な増加傾向にある一方、米国は 2016 年（約

2,295 億円）から 2021 年（約 2,269 億円）にかけて概ね横ばいで推移していた

（図表 7）。 

 

 
7  本調査を通じ、日米の為替については日銀公開資料より東京市場の「ドル・円スポット 17 時時点 /

月中平均」を年平均に置き換え、各年に当てはめて日米の収入差とした。  
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図表  7： 日米の大学における知財収入差の推移 

 

 

 

第二に、2022 年における米国知財収入の急増要因である。 2022 年の米国デー

タの急伸は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）ワクチン関連の特許の影

響により、ペンシルベニア大学における知財収入が約 1,600 億円を超える規模

となり、同年の米国大学全体の知財収入の約 39.7%を占めるに至ったことが大

きく影響している（図表 8）。この特異的な要因を除外した 2021 年時点のデー

タで比較を行うことも可能であるが、一方で、こうした社会的に極めて高い価

値を有する研究成果が大学から創出され、それに見合った対価が大学に還元さ

れているという事実そのものは、米国大学の技術移転活動の特徴として留意す

べき点である。 
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図表  8： ペンシルベニア大学の 知財収入推移 

 

 

 

次に、この知財収入差の要因や構造をより詳細に分析するため、収入の内訳

や契約形態に着目した検証を行った。なお、以下の詳細分析においては、日本

のデータとして「特許権の実施許諾収入」を用いている。これは、「産学連携等

実施状況調査」において収入経路（一時金・ランニングロイヤリティ等）の内

訳が参照可能なデータが特許権の実施許諾収入に限られるためである。 2022 年

度時点で、日本の大学における知財収入全体のうち特許権による収入は約 70%

を占めており、そのうち実施許諾収入が約 90%を占めることから、日米の知財

収入の動向や構造を論じる上での代表性は確保されていると判断した。（図表

9） 

 

図表  9： 知財収入に占める特許権の収入と、うち実施許諾収入の割合 

 

 

 

 詳細分析の結果、以下の事実が確認された。  
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まず、日本の大学においては特許権の共有（共願）が多いことが指摘されて

いるが、日米の比較条件を揃えるために「単独保有知財」に限定して比較を行

った場合においても、なお約 56 倍のライセンス収入単価の差が存在することが

確認された（図表 10）。これは、単なる契約形態（単独・共有）の違いのみな

らず、個々のライセンス契約における収益性そのものに日米間で大きな隔たり

があることを示唆している。 

 

図表  10： 日本の大学による「共同保有および単独保有」 と「単独保有」知財

での実施許諾件数あたりの収入と米国大学のライセンス件数あたりの収入  

(2022 年, 単位：100 万円) 

 

 

また、収入の経路（一時金・ランニングロイヤリティ等）に着目すると、特

に「ランニングロイヤリティ（継続的実施料）」において、日米間の絶対額の差

が極めて大きいことが確認された（図表 11）。この点は、米国大学が長期的に

収益を生み出す契約構造を構築できているのに対し、日本の大学は一時的な収

入に留まりがちである可能性を示している。  
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図表  11： 日米での収入経路別の比較 

（日本：2022 年度, 米国：2022 年, 金額単位は千円） 8 

 

 

なお、米国における訴訟文化の影響については、公開情報調査の範囲では訴

訟収入（和解金等）が知財収入全体に占める割合を定量的に把握することは困

難であった。ただし、近年における米国大学の大型訴訟事例であるカーネギー

メロン大学対マーベル社の訴訟和解金については、AUTM STATT 上および同大学

の公表資料において、通常のライセンス収入（知財関連収入）とは区別して取

り扱われていることが後述のヒアリング調査の中で確認された。この点につい

ては、定量データのみならずヒアリング調査等を通じて実態の把握を行った。  

 

さらに、日米差の要因として米国におけるスタートアップからのライセンス

収入（エクイティ収入等含む）の影響も検討したが、分析の結果、ライセンス

供与数全体に占めるスタートアップ向けの割合は約 18%程度に留まり、数的な

割合としては支配的ではないことが確認された。（図表 12） 

  

 

 
8 図表 11 中の「その他収入」について、産学連携実施状況調査に「その他」という項目は存在する

が、 AUTM の調査票と比較上の表現を近づけるべく、別のデータも含める形でデータ成型を行ってい

る。具体的には、産学連携実施状況調査のイニシャルロイヤリティ , オプション契約 , マイルスト

ーン収入 ,実施保証金 , および  その他（その他として記名された項目が存在する）  の総和を「その

他収入」とし呼称している  
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図表  12：  日本の大学による単独保有に限定した相手別の有効な実施許諾件数

と  米国大学の相手別ライセンス件数の各国構成比  

（2022 年） 

 

 

スタートアップからの収入単価の高さが全体を押し上げている可能性は残る

ものの、統計データ（AUTM STATT）は各大学のアンケート回答に基づく自己申

告であり、スピンオフ企業や大学発のライセンス目的法人が中小企業等に分類

されている可能性や、データの振り分け基準が大学ごとに異なる実態も示唆さ

れた。（図表 13）そのため、定量データによる分析には限界があることを踏ま

え、詳細についてはヒアリング調査による定性的な検証を行うこととした。  

 

図表  13： 文部科学省「産学連携実施状況調査」と AUTM 上の企業形態の各定義 
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以上の分析結果を踏まえると、日米の知財収入差は依然として数十倍単位で

存在しており、本調査においては、「単独保有知財に限定してもなおライセンス

単価に大きな差があるのか」、そして「特にランニングロイヤリティ収入におい

て、なぜ規模の差が生じているのか」という 2 点が、その差を解明する上で主

要な論点として浮き彫りになったと言える。  

 

（ ii）  調査の設計と手法  

 

①   日本の大学の調査実施手法・参照データ  

 

日本の大学における知財収入の実態把握にあたっては、文部科学省が実施して

いる「大学等における産学連携等実施状況調査（以下、「産連調査」という。）」の

データを用いた。産連調査のデータは 2005 年度まで遡ることが可能であり、同

年度において約 8 億 7,140 万円であった知財収入は、2022 年度には約 65 億 918

万円まで伸長していることが確認できる（図表 14）。  

 

図表  14：  日本の知財収入等の推移  

（単位：千円 , 時間軸は年度）  

 

 

 本調査における日米比較に際しては、産連調査の様式 6-2 で示される「知的

財産の実施許諾等収入」の数値を引用した。ここでいう「知的財産」とは、知的

財産基本法第 2 条に定める特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権に加え、
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植物の新品種を保護する「育成者権」や半導体集積回路の「回路配置利用権」等

を含む、法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利を指す。 

また、「実施許諾」の定義については、以下の（ア）または（イ）のいずれかに

該当する場合を指すものとし、名称に「等」が含まれている通り、権利の譲渡に

よって大学が得た対価も含まれている。  

 （ア）大学等が保有する特許権等の知的財産権（特許を受ける権利等の段階

のものも含む）を企業等に実施させることを許諾する契約を締結している場合。 

 （イ）特許権等の知的財産権を共有している相手方の企業等から、大学等に

対して実施料を支払うことが定められている場合。  

 

なお、データの比較・解釈にあたっては、以下の点に留意する必要がある。  

第一に、集計期間の差異である。日本の大学におけるデータは「年度（4 月〜

翌 3 月）」単位で集計されている一方、米国のデータは「年（1 月〜12 月）」単位

で集計されていると見られ、時系列比較において数か月単位のずれが生じている

点には留意を要する。  

 

第二に、収入経路別比較における対象範囲の差異である。先述の収入経路（一

時金・ランニングロイヤリティ等）の比較にあたっては、産連調査において内訳

が参照可能なデータが「特許権の実施許諾によって得られた収入（様式 6-1）」に

限られる。そのため、米国データが知財全般を分母としているのに対し、日本の

データは特許権の実施許諾収入に限定された比較となっている点に留意が必要

である。  

 

第三に、ライセンス単価の算出における分母（件数）の定義の差異である。ラ

イセンス単価の日米比較は「ライセンス収入  ÷ ライセンス件数」という計算式

で行われるが、前述の通り日本側は「特許の実施許諾収入  ÷ 特許の実施許諾件

数」で算出している。この際、日本側の「特許の実施許諾件数」はライセンス契

約の件数そのものではなく、ライセンス収入を生じた「特許の件数」が計上され

ている。他方、米国ではライセンス収入を生じた「ライセンス契約の件数」が母

数となっている。  

 

後述するヒアリング調査の結果によれば、国内大学においては概ね 3〜4 件程

度の特許権が 1 件のライセンス契約の中に束ねられる傾向にあるとの見解が得

られている。このことから、日本の分母（特許件数）は米国の分母（契約件数）

と比較して大きくなりやすく、結果として算出される単価が低く見積もられる傾

向にあると考えられる。本調査においては、こうした定義の違いにより日本の単
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価が低めに算出されている可能性を前提としつつも、それを考慮してもなお日米

間の単価差は大きいものと見られることから、傾向分析には有効であると判断し

提示を行っている。  

 

以上の通り、米国との比較にあたってはデータの定義や集計方法に一定の差異

が存在するものの、それぞれの特性や限界を十分に踏まえた上で分析を行ってい

る。  

②   米国大学の調査実施手法・参照データ  

 

 米国の大学における知財収入の実態把握にあたっては、AUTM（米国大学技術移

転協会）が提供しているデータベース「 AUTM STATT」を用いた。同データベース

は、加盟する各大学等の回答に基づくアンケートデータを集約したものであり、

1991 年まで遡って参照することが可能である。本報告書においては、日本との比

較を念頭に、2005 年以降の米国における知財収入推移を分析対象とした（図表

15）。 

 

図表  15：米国における知財収入の推移  

（単位：千円）  
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 分析にあたっては、以下の点についてデータの抽出・加工および解釈上の留意

点が存在する。  

 

 第一に、分析対象機関の選定である。AUTM STATT には、大学のみならず病

院や独立系研究機関、国立研究開発法人等も回答機関として含まれている。本調

査では、日本側の「産学連携等実施状況調査」の対象範囲と整合させるため、こ

れらの機関を除外し、大学のデータのみを抽出して比較分析を行った。  

 また、本データベースの数値は適宜更新や修正が加えられる性質のものである。

本調査においては 2025 年 8 月時点のデータを参照しており、参照時期によって

数値に微小な変動が生じる可能性がある点については注記を要する。  

 

 第二に、通貨換算の方法である。米国側のデータを日本円換算して時系列比較

を行うため、日本銀行が公表する「主要時系列統計データ」より、各年における

12 か月分の「東京市場  ドル・円  スポット  17 時時点／月中平均」の算術平均を

算出し、これを当該年の平均為替レートとして適用した。  

 

 第三に、収入経路の分類と内訳である。AUTM STATT 上では、知財収入の内

訳として「Running Royalty（ランニングロイヤリティ）」、「Cashed-in Equity

（株式現金化収入）」、「Other Income（その他収入）」の 3 つの類型に整理され

ている。日本側のデータについてはより詳細な内訳の把握が可能であるが、日米

比較を行うため、米国側の分類に合わせて日本側の数値データの再集計・再分類

を実施した。  

 なお、本調査データは各大学のアンケート回答に基づくものであるため、各収

入をどの項目に割り当てるかは各大学の判断に委ねられている点に留意が必要

である。例えば、第三者への訴訟等による収入（和解金等）について、「その他収

入」に含める大学もあれば、ライセンス活動に関わる収入ではないとして知財収

入全体に含めずに回答しているケースも存在すると見られる。過去の調査研究や

本調査の初期仮説においては「訴訟関係の収入が知財収入差に大きく影響してい

る可能性」が指摘されたが、定量的なデータのみからその影響度合いを正確に追

跡することは困難であった。この点については、後述するヒアリング調査を通じ

て大学側の姿勢や数値の取り扱いに関する実態把握を補完的に行っている。  

 

 また、アンケート形式であるため、回答機関によっては収入経路ごとの内訳を

回答していない（総額のみ回答している）場合も散見される。そのため、同デー

タベース上の知財ライセンス収入総額である「Gross License Income」の数値と、

上記 3 つの収入経路の合算値とは近似値をとるものの完全には一致しない点に
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ついても補足しておく。  

 

③   諸外国等大学の調査実施手法・参照データ  

 

 本調査においては、日米の大学間比較に留まらず、多様な技術移転のエコシ

ステムや成功事例を参照するため、諸外国等における大学の技術移転活動に関

する調査を実施した。 

 

 調査対象国の選定にあたっては、統計情報やヒアリング調査を念頭に置いた

情報のアクセス可能性を前提としつつ、以下の 3 つの観点に基づき特許庁と協

議の上で絞り込みを行った。 

 第一に「経済的環境の類似性」である。当該国の経済規模（ GDP 等）や産業

構造が日本と類似しており、ベンチマークとして有効であるかという観点であ

る。 

 第二に「産学連携状況の類似性」である。知財収入の前提となる産学連携活

動の規模や、大学における研究者数・保有特許数といった前提条件が日本と類

似しているかという観点である。 

 第三に「先進性」である。日本が参考とすべき進んだ取り組み（政策、制

度、大学の活動等）を有しているかという観点である。  

 

 これらの観点から選定された対象国について、まずは公開情報に基づく定量

的な調査を実施した。その上で、技術移転機関が存在する国については該当機

関へのヒアリングを通じて活動状況を把握するとともに、先進的な技術移転プ

ラクティスを有すると見られる大学を特定し、ヒアリング調査の候補として収

集を行った。なお、調査の過程で欧州の技術移転機関から先進的な取り組みと

して言及のあったスイスおよびオランダの大学についても、追加的にヒアリン

グ対象とし調査を実施した。 

 

 選定された主な調査対象国およびその選定理由、調査概要は以下の通りであ

る。 

 

〇ドイツ 

 

【選定理由】 

ドイツは本調査時点で世界第 3 位の GDP を有し、自動車や化学、機械産業な

ど製造業が経済の中心を占める産業構造において日本との類似性が極めて高
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い。米国のようなスタートアップ主導・大型ライセンス収入依存のモデルとは

異なり、堅実な産学連携や中堅・中小企業との連携を重視するモデルを有して

いると考えられ、日本の大学にとって現実的なベンチマーク先として適してい

ると判断し選定した。 

 

【大学の技術移転活動にかかる定量情報の有無】 

公開情報調査において参照可能であった定量情報は、Institut der 

deutschen Wirtschaft が公開する特定期間における大学別特許出願件数ランキ

ング等に限られた。各大学の技術移転収入やライセンス契約件数等が統計的に

整備されたデータについては、公開情報を調査する範囲内では参照することが

できなかった。（図表 16） 

 

図表  16： ドイツにおける特許出願件数のランキング  

（2011 – 2019 年） 

 

 

 

【ヒアリング先の機関・大学】 

技術移転活動が活発であると推察される情報として、前述の特許出願件数が

上位である大学をヒアリング候補としてリストアップした。その上で、ドイツ

における技術移転を統括・支援する専門機関へのヒアリングを実施し、同国に

おいて優れた技術移転プラクティスを有すると評価される大学を特定した上

で、最終的なヒアリング対象大学を決定した。  
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〇フランス 

 

【選定理由】 

フランスは、大学の設置する TTO（Technology Transfer Office）とは

別に、SATTs（技術移転促進会社）と呼ばれる地域単位の組織が存在し、

技術移転活動をサポートするなど、制度・体制面で先進的な取組があるこ

とが想定された。また、欧州の主要国として日本の大学が参照可能なプラ

クティスを有している可能性があると判断し、調査対象国として選定し

た。 

 

【大学の技術移転活動にかかる定量情報の有無】  

公開情報調査において参照可能であった定量情報として、 INPI

（Institut national de la propriété industrielle：フランス産業財産

庁）が公表する統計データが用いられ、INPI への特許出願件数上位 50 機

関（2024 年）が確認された。その結果、上位 50 機関の中に大学が複数含

まれていることが把握できた。一方で、公開情報調査の範囲では、大学別

の技術移転収入やライセンス契約件数等が統計的に整備されたデータは参

照できなかった。（図表 17） 

 

図表  17：  INPI への特許出願件数上位 50 機関に含まれる大学（2024 年） 

 

 

【ヒアリング先の機関・大学】 

技術移転活動が活発であると推察される情報として、前述の INPI 統計

における特許出願件数等を参照し、ヒアリング候補となる大学の抽出が行

われた。その上で、フランスにおける技術移転の状況把握（制度・体制面
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を含む）および優れた技術移転プラクティスを有するとみられる大学の特

定を目的として、技術移転機関へのヒアリングを実施のうえ、最終的なヒ

アリング対象大学を決定した。 

 

〇  イギリス  

 

【選定理由】  

イギリスは本調査時点で GDP 世界 6 位の経済規模を有し、世界トップレベル

の研究大学を擁していることから、日本の大学にとって重要なベンチマーク対

象となると判断した。また、HESA（高等教育統計局）による詳細な大学統計

が整備されており、定量的な比較可能性が高い点も考慮し、調査対象国として

選定した。  

 

【大学の技術移転活動にかかる定量情報の有無】  

公開情報調査において、HESA が公表する統計データを参照することができ

た。同データでは、各大学の知財収入（ IP income）、特許出願・取得件数、ラ

イセンス件数（Licence numbers）、スピンアウト企業数等の詳細な項目につい

て、大学別の実績値を把握することが可能であった。これらのデータを基に、

各大学の技術移転活動の状況を定量的に分析した。（図表 18）  

 

図表  18：  2023/2024 年度における総知財収入規模上位大学の技術移転活動  

 

 

 各種データを整備・確認のうえ、日米との特許出願数に対する海外出願数

（海外出願率 , PCT を含む）の比較等を実施した。知的財産の国外展開という
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観点では、日本の大学による海外出願の割合は、国際比較の中で低いわけでは

ないと結論付けた。（図表 19）  

 

図表  19：日米英の大学の海外出願の割合  

 

 

【ヒアリング先の機関・大学】  

技術移転活動が活発である大学を特定するため、前述の HESA 統計における

知財収入や特許件数、ライセンス件数等の実績値を参照し、ヒアリング候補と

なる大学を抽出した。その上で、イギリスにおける技術移転の動向や課題、各

大学の特徴的な取り組み等を把握するため、技術移転の専門機関へのヒアリン

グを実施し、当該結果を踏まえて最終的なヒアリング対象大学を決定した。  

 

〇  大韓民国（以下、韓国）  

 

【選定理由】  

韓国は、日本と同様に製造業が基幹産業であり、産業構造や地政学的な観点

で日本と類似性が高いことから、技術移転に関する論点や取り組みの参照が有

用となる可能性が高いと判断した。また、国内の大企業の多くが「財閥」系企

業であるという特徴的な環境下での産学連携活動について調査することは意義

深いと考え、調査対象国として選定した。  

 

【大学の技術移転活動にかかる定量情報の有無】  

公開情報調査において、APRC（国立研究開発法人科学技術振興機構  アジ

ア・太平洋総合研究センター）のレポート等を参照し、韓国内の主要大学にお
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ける技術移転収入や特許登録件数に関する定量情報を把握することができた。

具体的には、2022 年の技術移転収入トップ 10 大学や、各大学の韓国内・海外

特許登録件数等のデータを確認した。  

 

図表  20：  技術移転収入トップ 10 大学、特許登録件数（2022 年）  

 

 

【ヒアリング先の機関・大学】  

技術移転活動が活発である大学を特定するため、前述の技術移転収入や特許

登録件数等の実績値を参照し、上位に位置する大学を中心にヒアリング候補と

してリストアップした。その上で、韓国内の大企業（財閥系企業等）との共同

研究や技術移転において効果的な連携を行っているとみられる大学を特定し、

最終的なヒアリング対象大学を決定した。  

 

〇台湾  

【選定理由】  

台湾は、半導体産業を主軸とする製造業を基幹産業としており、日本との産

業構造の類似性が高い。特に半導体分野における産学連携の取り組みや技術移

転の実態は、日本の大学にとっても参考となる点が多いと想定し、調査対象と

して選定した。  

 

【大学の技術移転活動にかかる定量情報の有無】  

公開情報調査において、TIPO（台湾知的財産局）が公表する統計データを参

照することができた。同データでは、発明特許出願件数上位 100 機関等のラン
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キングが公開されており、大学別の特許出願件数（国内・法人出願）を確認す

ることが可能であった。一方で、各大学の技術移転収入等の詳細な財務データ

については、公開情報を調査する範囲内では網羅的な参照は困難であった。（図

表 21）  

 

図表  21：  TIPO への特許出願件数上位 100 機関に含まれる大学（2024 年）  

 

 

【ヒアリング先の機関・大学】  

技術移転活動が活発である大学を特定するため、前述の TIPO 統計における

特許出願件数等を主要な指標として参照し、上位に位置する大学をヒアリング

候補としてリストアップした。その上で、台湾の主要産業である半導体分野等

と深く連携していると推察される大学を中心に、最終的なヒアリング対象大学

を決定した。  

 

〇  シンガポール  

 

【選定理由】  

シンガポールは、政府主導で産学連携に注力しており、知的財産戦略に基づ

く先進的な取り組みが進められていると想定した。また、国内市場規模が限定

的である中で、海外市場へのアクセスや海外企業との連携を強化している事例

は、日本の大学にとっても参考となる点が多いと判断し、調査対象国として選

定した。  



 

- 30 - 

 

 

【大学の技術移転活動にかかる定量情報の有無】  

公開情報調査において、 IPOS（シンガポール知的財産庁）が公表する統計デ

ータを参照することができた。同データでは、特許出願件数上位機関（国内）

等が公開されており、シンガポール国立大学や南洋理工大学等の主要大学が上

位にランクインしていることを確認した。一方で、各大学の技術移転収入等の

詳細な財務データについては、公開情報を調査する範囲内では網羅的な参照は

困難であった。（図表 22）  

 

図表  22：シンガポールの特許出願件数上位 10 機関に含まれている 3 大学  

（2023 年）  

 

 

【ヒアリング先の機関・大学】  

技術移転活動が活発である大学を特定するため、前述の IPOS 統計における

特許出願件数等を主要な指標として参照し、上位に位置する大学をヒアリング

候補としてリストアップした。その上で、海外企業との共同研究や、政府系投

資会社との連携によるディープテックの社会実装支援など、特徴的な取り組み

を行っているとみられる大学を中心に、最終的なヒアリング対象大学を決定し

た。  
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〇  オーストラリア  

 

【選定理由】  

オーストラリアは、経済規模は日本より小さいものの、過去の調査等におい

てライセンス 1 件あたりの収入が高い水準にあることが示唆されており、効率

的な技術移転活動を行っている可能性があると想定し、選定した。 9 

 

【大学の技術移転活動にかかる定量情報の有無】  

公開情報調査において、KCA（Knowledge Commercialisation 

Australasia）等が実施する SCOPR 調査のレポートを参照することができた。

同レポートでは、各機関の事業化収益（Commercialisation revenue）やライセ

ンス・オプション・譲渡件数（LOAs 件数）等の一部データが公開されてお

り、大学ごとの実績値を把握することが可能であった。データの公開は一部に

限定されていたため、各大学の技術移転活動の定量情報の把握は限られた。  

 

図表  23： LOAs 件数トップ 10 機関（2023）  

 

 

【ヒアリング先の機関・大学】  

技術移転活動が活発である大学を特定するため、前述の SCOPR レポートに

おける事業化収益や LOAs 件数等の実績値を参照し、上位に位置する大学をヒ

 

 
9 東京大学  政策ビジョン研究センター , 渡部俊也 , 「大学等における知財活用の諸問題  - 知財活用に

おける「市場の失敗」にどのように対処するのか  -」 , 大学知財検討作業部会  
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アリング候補としてリストアップした。その上で、オーストラリアにおける技

術移転の動向や各大学の特徴的な取り組みを把握するため、技術移転機関への

ヒアリングを実施し、当該結果も踏まえて最終的なヒアリング対象大学を決定

した。   



 

- 33 - 

 

（ iii）  知財活動に関わる指標での日米の違い  

 

本節冒頭の「（i） 日米の大学における知財収入差」で述べた通り、日本と米

国の大学間には、知財収入総額において約 64 倍（2022 年時点）という極めて

大きな開きが存在することが確認された。さらに、その内訳においても、特に

ランニングロイヤリティ収入の絶対額や、1 件あたりのライセンス収入単価に

顕著な差異が見られることは前項で述べた通りである。  

 

 次に検討すべき論点は、こうした知財収入規模の差が、両国の経済規模や研

究開発規模の違いによって説明可能なものであるか否かという点である。な

お、日米間の経済規模の差については周知の事実であるため本報告書での詳細

な言及は割愛する。大学における知財活動の基盤となる「研究開発規模」に焦

点を当て、その規模差が知財収入差を説明しうるものか、検討した。 

 具体的には、研究開発活動のインプットおよびアウトプット指標として、「研

究者数」、「特許出願件数」、「ライセンス件数」、および「ライセンス活動を行っ

ている大学の数」の 4 つの指標に着目し、収集可能な数値をもって比較を行っ

た。 

 

 検証の結果、これら 4 つの指標において日米間に一定の規模差は見られるも

のの、その差はいずれも数倍程度に留まっており、約 64 倍という知財収入規模

の差を説明するに足るほどの大きな乖離は見受けられなかった。各指標におけ

る比較結果の詳細は以下の通りである（※数値は 2022 年または直近の比較可能

年度のもの、詳細は図表 24 参照）。 
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図表  24： 日米の研究規模比較 

 

 

⚫ 研究者数：米国の大学等の研究者数は約 19.9 万人（FTE 換算）であるのに

対し、日本は約 13.7 万人であり、米国は日本の約 1.5 倍の規模である。研

究活動の人的リソースにおいて米国が優位にあることは確かであるが、知財

収入に見られる数十倍の開きと比較すると、その差は限定的である。（図表

25） 

（注：日米、諸外国等で研究者数の定義が異なる点には留意が必要であ

る。） 

 

図表  25： 主要国における研究者数の比較（FTE 換算） 
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⚫ 特許出願件数：特許出願件数においても、米国の該当年の新規特許出願数は

12,972 件であるのに対し、日本の該当年の特許出願数は 10,004 件であり、

その差は約 1.3 倍程度に留まる。アウトプットとしての発明創出活動の量的

な差は、知財収入の差を説明する要因たりえない。 

（注：米国は継続出願、分割出願等を含まない新規件数のみであり、母数の

定義が異なる点には留意が必要である。） 

 

⚫ ライセンス件数：技術移転活動の結果であるライセンス件数について見る

と、米国の収益を生じたライセンス契約件数は 17,298 件であるのに対し、

日本のライセンス契約件数は 25,678 件となっている。なお先述の通り、日

本の知財実施許諾件数は権利数ベースであるため、日米で指標の母数は異な

る。参考として UNITT が実施している技術移転サーベイにおいて、日本の大

学 84 機関によるアンケート回答による同年度のライセンス契約件数は

5,818 件となっており、契約締結数において数十倍の規模差は説明しえない

ものと考える。 

 

⚫ 技術移転活動大学数：ライセンス収入を得ている大学の数についても、米国

で知財収入（Gross Licens Income）がゼロでない大学は 143 機関であるの

に対し、日本で知財実施許諾件数が 1 件でも存在する機関は 236 機関となっ

ている。米国のデータは AUTM 回答機関に限られる等の制約はあるものの、

日本においても一定数の大学がライセンス活動を行っており、活動の裾野の

広さという点においても差があるとは言い難い。  

 

 以上の比較結果から、研究者数や特許出願数といった「インプット・アウト

プットの量」や、ライセンス件数といった「活動量」においては、日米間に数

倍程度の差は見られるものの、知財収入総額における約 64 倍という圧倒的な差

を説明するには至らないことが確認された。  

 

 すなわち、日米の知財収入差は、単なる研究開発の規模（量）の違いのみに

起因するものではなく、個々の技術移転活動における質的な差異や、契約 1 件

あたりの収益性（単価）の違い、あるいはランニングロイヤリティ等の収益構

造の違いといった、より構造的な要因に起因する部分が大きいことが示唆され

る。 
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 また、上記の研究開発規模に加え、日米の知財収入差に影響を与えうる要因

として、研究開発の得意領域や知財を取り巻く環境・姿勢の違いについても調

査を行った。 

 

（ア） 得意とする研究領域と知財化の傾向 

 

 日米のアカデミアにおける特許出願の傾向を見ると、その技術分野の構成に

顕著な差異が見られる。 

 日本の主要アカデミア機関においては、材料・冶金、計測技術、電気機械器

具といった「モノづくり」に関連する分野での特許保有数が多い傾向にある。

これに対し、米国のアカデミアにおいては、医薬品、医療技術、バイオテクノ

ロジーといった「ライフサイエンス」分野が特許保有数の上位を占めている

（図表 26）。 

 

図表  26： 日米主要アカデミア機関の分野別保有特許数  
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図表  27： 図表 26 を構成するアカデミア機関 

 

 

 

 こうした差異は、両国の大学における研究費の配分状況からも見て取れる。

日本でもライフサイエンス分野における研究費の大きさが目立つが、米国では

大学の研究開発費の過半がライフサイエンス分野に投じられており、巨額の研

究資金が投入されている分野において、知財化とライセンスによる投資回収の

サイクルが強く意識されていることが推察される。  
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図表  28： 日米における領域ごとの研究費 

 

 

 なお、日米の研究費配分を比較するにあたり、日本については「特定目的別

研究費」におけるライフサイエンス分野（医療・バイオ・創薬・食品・農学等

を含む）を、米国については「Life sciences」（農学・生物学・バイオメディ

カル・臨床医学・基礎医学等を含む）を参照し、比較を行った。  

 

 知財収入差を検討する上でのライフサイエンス分野の重要性については、委

員会やヒアリング調査においても、「バイオ・医薬分野は特許の権利範囲が明確

であり、かつ製品化された際の市場規模や利益率が高いため、ライセンス収入

に結びつきやすい」という旨の指摘がなされている。日米の得意領域の違い、

特に米国におけるバイオ分野への集中は、ライセンス収入単価やランニングロ

イヤリティ収入を決めるロイヤリティ率を通じ、両国の知財収入差に影響を及

ぼしているものと見られる。 

 

（イ） 無形資産への向き合い方と市場環境 

 

 また、知財（無形資産）に対する企業や社会の向き合い方についても、日米

間で構造的な違いが見られる。 

 

 米国企業においては、S&P500 構成企業の企業価値の約 90%が無形資産によっ

て構成されているとのデータもあり（図表 29）、無形資産（知財・ブランド・

データ等）への投資や価値評価が極めて積極的に行われている。これに対し、

日本企業（日経 225 企業）においては無形資産の割合は約 32%に留まってお
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り、有形資産重視の傾向が強い。 

 

図表  29：日米における無形資産を巡った姿勢の違い  

 

 

 

 こうした市場環境の違いは、大学発の知財に対する企業側の評価額や、ライ

センス対価の支払い意欲にも影響を与えている可能性があり、後述するヒアリ

ング調査において、企業側の意識や契約交渉におけるスタンスの違いとして深

掘りを行うべき論点の一つとして整理した。  

 

（ウ） アカデミアにおける特許権の保有形態の違い 

 

 研究開発のアウトプットである特許権の保有形態についても、日米間には決

定的な違いが存在する。 

 

 日米におけるアカデミアの特許出願状況を比較すると、米国の大学等におい

ては、出願された特許の約 9 割が大学単独での出願（単願）となっている。こ

れに対し、日本の大学等においては、単願の割合は半数以下（約 48%）に留ま

り、残りの過半数は企業等との共同出願（共願）となっている（図表 30）。 
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図表  30：日米アカデミアによる特許出願における単願・共願比率  
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（ iv）  ヒアリング調査の設計  

 

 前項までの定量分析において、日米の知財収入差の論点として、「単独保有知

財に限定してもなおライセンス単価に大きな差があること」、および「ランニン

グロイヤリティ収入の絶対額に決定的な差があること」が明らかとなった。  

 

 これらの差異がどのような要因によって生じているのか、その背景にある構

造や実務の実態を解明するため、ヒアリング調査の実施に先立ち、日米の差異

を生じさせている可能性のある要因について初期仮説の策定を行った。  

 

 具体的には、定量データでは説明しきれない「技術移転活動の質的な違い」

や「契約後の管理体制」等に着目し、以下に示す仮説を検証事項として設定の

上、日米等の大学および関係機関へのヒアリングを実施した（図表 31）。 

 

図表  31： 日米知財収入差の要因に関する初期仮説  

（ヒアリング調査における検証事項） 

 

調査の論点  ヒアリングへの初期仮説  

なぜ米国の大学は、  

ライセンス収入「単価」

が高いのか  

①   知財の権利保有形態（単独保有）の影響  

・ 日本では共願（共有）が多い一方、米国では大学

が単独で知財を保有しているケースが多い。  

 単独で権利を保有できていることが、交渉力の維

持や高いライセンス単価の源泉となっているのでは

ないか。  

②  契約前の技術の目利きと付加価値向上  

・ 米国の大学では、ライセンス契約に至る前の段階

から、技術の社会実装の確度を高めるための「質的

な向上」や「絞り込み」を行う仕組みが存在するの

ではないか。  

・ 企業への積極的なニーズ探索の実施等により、契

約時点で既に高い価値が認められる案件を創出して

いるのではないか。  

なぜ米国の大学は、  

「ランニングロイヤリ

ティ」収入が高いのか  

③  契約後の厳格な管理と監査  

・  権利行使（訴訟）に至らなかったものも含めて、

米国の大学は日本と比較してより厳格に契約履行の

監査を行い、ランニングロイヤリティ収入の回収率
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を高めているのではないか。  

④  高付加価値領域へのリーチとインキュベーショ

ン  

・  ランニングロイヤリティが得やすい規模、業態、

製品・サービスの企業へ適切にリーチする仕組みが

成熟しているのではないか。  

・  知財の持つ付加価値が高い分野（バイオ等）や、

製品・サービスの企業へ、インキュベーション段階

からニーズをすり合わせることで、将来的なロイヤ

リティ収入を確保しているのではないか。  

 

（v）  ヒアリング調査の結果  

 

前項までに定量分析から浮き彫りとなった日米知財収入差の要因について、

さらにその構造的な背景を解明するため、初期仮説を設定の上、日米および諸

外国等の大学等へのヒアリング調査を実施した。調査の結果、技術移転活動の

各プロセスにおいて、日本と米国等の間には明確なアプローチの違いが存在す

ることが確認された。 

 

 まず、「知財収入単価」の差に影響を与える要因について整理する。ヒアリン

グ調査からは、権利化の段階における戦略性や、対価設計における根拠（デー

タ）の有無、そして交渉体制の専門性といった点において、日米間で顕著な差

異が見られた。具体的には、以下の図表に示す通り、米国では「面（ポートフ

ォリオ）」での権利化や、データに基づく論理的な対価設定が標準化されている

一方、日本では予算制約等から「点（単発）」での権利化に留まりやすく、また

対価設定の根拠となる相場観の醸成も途上であることが確認された。  
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図表  32：知財収入単価に関わる技術移転活動の日米等の違い  

 

プロセス 違いの 

ポイント 

日本 米国 諸外国等（参考） 

① 交渉前 

権利化・戦略  

権利帰属

の 

主導権 

共願による権利分

散 

日本の大学におい

ては共願が多く、

単願での運用戦略

が不在。 

（国立大） 

大学単独保有 

企業資金の研究で

も大学帰属が原則

となる仕組みであ

る。企業への権利

はオプション等で

整理し単価を確保

している。 

（州立大） 

- 

海外市場

への投資 

予算制約で国内止

まり 

海外出願はハード

ルが高い。 

（国立大） 

 

※他方で、IP 

Hatch のような国

外プログラムを活

用するなど、海外

展開を方針として

据えて戦略的に出

願する大学も存

在。 

（国立大） 

内部で選別する仕

組み 

研究費・体制が厚

く、有望案件を権

利化。ただし厳格

な選別の仕組みが

存在。 

（技術移転機関, 

私立大） 

予算制約に悩み 

豪州もファネルで

選別し商業見通し

のない案件は進め

ない。独は翻訳コ

スト等がハードル

となっている。 

（豪州、独国の技

術移転機関） 

特許の 

ポートフ

ォリオ化 

点としての特許 

単発特許になりが

ちである。（国立

大） 

 

※ 国内でも外部機

関と連携し、自学

面としての特許 

分野・用途（Field 

of Use）等を巧み

に設計し、ポート

フォリオとして価

値を最大化。 

- 
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知財と企業知財を

束ねて価値を高め

る取組を実施。 

（国立大、工業

大） 

（私立大、州立

大） 

② 対価設計 

根拠・ツール 

価値算定

の根拠・

DB 

相場観の不足 

DB 不足により根拠

提示が弱い。 

（技術移転機関） 

 

※国内でも、市場

規模や事業計画

（PL）からの逆算

により論理的価格

を提示する取り組

みも複数大学で行

われている。 

（国立大 (3)） 

データに基づく価

格設計 

市場分析、比較可

能取引データ、DB

により高水準な料

率を構築。初期評

価は困難。 

（技術移転機関, 

私立大） 

共助とツール活用 

英国・豪州は DB

（Lens.org 等）

活用や大学間の助

言により根拠不足

を補完。 

（英国の技術移転

機関、豪州公立

大） 

③ 交渉時 

体制・戦略  

交渉体

制・専門

性 

研究者頼み（属人

的） 

組織での実行力に

課題。 

（国立大, 私立

大） 

 

※国内で盛んに技

術移転に取り組む

大学では TLO/担当

者が交渉の前面に

立ち、研究者を巻

き込まない役割分

担で取り組んでい

る。 

（国立大(3)） 

TTO が主導 

交渉は TTO が主導

し、研究者は技術

説明に限定。 

（私立大(2)） 

共有知・共同の実

施 

スコットランドで

は専門性を大学間

の共有サービスや

横連携で補い、小

規模でも機能維

持。 

（英国の技術移転

機関） 
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対スター

トアップ 

回収 

現在価値・将来価

値も含め最適解を

模索中 

現金化の道筋はエ

クイティが基本と

なるが、新株予約

権等を用いた回収

方法について模索

中。 

（国立大(2)） 

将来価値で回収 

エクイティ重視。

希釈化防止条項等

で価値を維持する

が、現金化には時

間を要す。 

（私立大(2)） 

現在価値・将来価

値も含め最適解を

模索中 

欧州はエクイティ

とロイヤリティの

混合モデル。豪州

はエクイティベー

スが主流。 

（欧州、豪州技術

移転機関） 

※  括弧()内はヒアリングにて該当の内容について言及のあった大学の属性を示

す。その内数字があるものは同じ属性の大学から複数の言及があった場合、

その回数を示している。 

 

次に、「ランニングロイヤリティ（RR）収入」の規模差に影響を及ぼした要因

について整理を行った。ヒアリング調査の結果、日米間には、 RR が得られやす

い特定分野（バイオ等）への集中度合いに加え、収益設計の思想（一時金重視

か将来価値重視か）や、契約後の管理・モニタリング体制の厳格さといった点

において、大きな隔たりが存在することが確認された。  

 

図表  33：ランニングロイヤリティ収入に関わる技術移転活動の日米等の違い  

プロセス 違いの 

ポイント 

日本 米国 諸外国等（参考） 

① 交渉前 

市場・権利化 

分野構

成・市場 

工学等様々な分

野に分布 

RR が積み上がり

やすい分野の厚

みは相対的に薄

い。 

（工業大） 

 

※ただしバイオ

などの特定分野

で世界シェアを

握る知財も一部

医薬・バイオの継

続的なヒット 

医薬・治療

（Therapeutic）

等が巨大な収入

源。ただし、ブロ

ックバスターはご

く一部の上位大学

に偏在。 

（私立大、技術移

転機関） 

豪州もバイオ分野が

最大の収入源 

豪州もバイオ医薬品

が最大収入源であ

り、欧州も地域・国

によって特定分野へ

の依存度が高い。 

（豪州、欧州の技術

移転機関） 
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存在する。 

（国立大） 

② 対価設計 

収益モデル 

収益設計

の思想 

一時金の確保を

重視 

一時金確保を優

先し、RR 比率は

低く設定する。 

（国立大） 

 

※一方、一部の

大学では SU に対

し将来価値（エ

クイティ等）確

保へシフトする

動きも見られ

る。 

（国立大(2)） 

将来の継続収入を

重視 

初期負担軽減・成

功時ランニングロ

イヤリティ回収の

形。SU 向けは支

払延期等により将

来の拡大を確保。 

（技術移転機関、

州立大） 

社会的責任に軸足 

豪州や欧州は「収益

よりインパクト」を

掲げつつ、実務では

RR 設計・交渉を重

視。 

（豪州、欧州の技術

移転機関、豪州公立

大） 

③ 交渉後 

回収・モニタ

リング  

回収・モ

ニタリン

グ体制 

人員不足による

RR 回収のための

仕組み・設計に

課題 

回収業務が煩雑

であり、国内の

多くの大学では

人員不足により

精緻な追跡は困

難とみられる。 

（国立大） 

 

※一部の大学で

は年 1 回の実施

報告で異常検知

し、対話を試み

る運用を実施し

ている。 

（国立大） 

企業による報告義

務と追跡 

四半期/年次報

告・マイルストー

ン報告を義務化。

正確な報告入手の

ため、TTO が地道

に追跡・議論を実

行。 

（私立大(2)） 

運用標準・共助で底

上げ 

英国大は HE-BCI 等

への報告文化があり

知見も併せて共有す

る。豪州でも活動報

告を義務化するよう

にしている。 

（英国、豪州の技術

移転機関） 
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契約後の

管理 

（塩漬け

防止） 

契約は固定化さ

れている 

契約後の見直し

は限定的。 

（国立大） 

※一部では「不

実施なら費用負

担増」等の条件

で塩漬けを防ぐ

工夫も見られ

る。 

（工業大） 

条件未達なら再交

渉・解除 

最低年あたり RR

の設定や進捗報告

を義務化し、未達

時は再交渉や権利

返還を断行。ただ

し関係維持のため

対話を優先する実

情はある。 

（私立大(2)） 

相手に応じた柔軟運

用 

豪州では最低年間ロ

イヤリティを設定

し、未達ならライセ

ンス終了とする。

（SU には一定の配

慮がはかられる） 

（豪州の技術移転機

関） 

④ 交渉後 

監査・訴訟 

監査・訴

訟への 

機能・姿

勢 

オプションにな

い 

監査・訴訟はオ

プションにな

く、交渉や履行

確保における強

制力（交渉力と

なる背景圧力と

なる）を欠く。 

（国立大 (2)） 

消極的だが備えは

ある 

「いざとなれば戦

える」ための契

約・条項設計をし

ているが、訴訟の

実施には消極的な

姿勢。（例：ライ

センス契約時に監

査権を標準的実

装） 

（私立大(2), 州

立大） 

消極的だが備えはあ

る 

豪州でも監査条項を

全契約に規定するが

行使は稀。欧州も国

際訴訟を避ける傾

向。 

（豪州私立大、欧州

の技術移転機関） 

※  括弧()内はヒアリングにて該当の内容について言及のあった大学の属性を示

す。その内数字があるものは同じ属性の大学から複数の言及があった場合、

その回数を示している。 
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（vi）  委員会における指摘・意見  

 

 本調査結果および日米の違いと傾向について、委員会においては大学や企業

の現場実態を踏まえた多角的な議論が交わされた。以下に主要な３つの論点と

議論の内容を整理する。 

 

① 知財戦略の違い 

 

 日米の知財収入差の要因について、ランニングロイヤリティの多寡や単価の

違いといった現象の背後にある知財運用の戦略的な差異が指摘された。 

 

 具体的には、米国大学は「面（ポートフォリオ）」として知財を構築し、製品

価値や相場観を醸成することで、ロイヤリティとして長期的に回収する構造を

有しているのに対し、日本は一時金の確保を重視し、短期的な資金獲得に注力

する傾向があるとの指摘がなされた。 

 

 また、MIT 等の事例を引き合いに、「既存の市場に追随するのではなく、市場

そのものを作るために必要な特許を取る視点で動いている」との大学側の知財

を巡った姿勢についての見解も出され、単なる特許出願数の多寡ではなく、市

場形成を見据えた戦略性の違いが収益差に繋がっているとの認識が共有され

た。 

 

 これに対し、日本の大学の実情として「大学単独でポートフォリオを組むの

はリソース的にも難しい側面がある」との見解が示されると同時に、企業との

連携やスタートアップを通じた周辺特許の確保など、日本なりに知財のポート

フォリオ化を目指す取り組みの重要性が確認された。  

 

②   契約後の管理（モニタリング・監査）の実態と運用 

 

 ヒアリング調査結果において、米国の大学が契約条件未達の場合に解除も辞

さない姿勢を示している点について、委員からは当初、「米国では長期的な信頼

関係を重視すると言いつつ、条件未達なら契約解除というのは矛盾しないか」

との疑問が呈された。 

 

 この点については、解除はあくまで最後の手段であり、基本的には対話によ

る再交渉を重視しているものの、その交渉力を担保するための手段として監査
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権等を契約に整備している実態が確認された。これを受け、委員からは「この

ような契約後の管理・フォローの姿勢こそが重要であり、日本の大学も取り入

れるべきプラクティスである」との見解が示された。 

 

 日本の大学においては、「ライセンス契約を締結することが一つの大きなゴー

ルになっており、その後の社会実装プロセスへの関与が希薄になる」という課

題が指摘され、契約締結をスタート地点とし、その後の開発進捗をモニタリン

グし、必要に応じて是正措置をとるプロセス管理の重要性が改めて確認され

た。 

 

③  共同研究費についての認識と産学連携の土壌 

 

 日米差の要因として、共同研究費に対する認識にも大きな違いがあるとの指

摘が繰り返しなされた。具体的には、「日本では共同研究費が数十万円や百万円

といった安価な額の元で行われることが多い」「共同研究費とライセンス収入は

密接に関係しており、安価な共同研究費に基づき出願がなされることで、実質

的にライセンスフリーのような状態で技術が使われてしまうことになる」とい

った指摘がなされ、共同研究費の適正化が知財価値及びライセンス収入の向上

につながる可能性があるとの認識が示された。 

 

 米国の一部大学においては、「共同研究費が数千万円を下ることはあり得な

い」といった相場観の違いが委員より紹介され、他方で「日米の研究レベルに

そこまで大差はない」との認識も示された。また、技術移転の活性化には、大

学及び産業界の双方の理解が不可欠であり、日本の大学が米国の大学の努力や

価値創造のプロセスを理解しそこから学ぶ必要があるが、同時に、企業側に対

しても適正な対価を支払う意識改革を促すべきであるとの提言もなされた。 
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２．技術移転における日本の大学が感じる課題  

 

前節までの調査において、日米の知財収入差には構造的な要因が影響してい

ることが示唆された。本節では、こうした差異が生じる背景にある現場の実態

を把握するため、日本の大学が技術移転活動において直面している具体的な課

題について、ヒアリング調査に基づき整理を行った結果を報告する。  

 

（ i）  ヒアリング調査設計  

 

日本の大学が技術移転活動の現場において直面している具体的な課題を抽出・

構造化するため、技術移転の一連のプロセスを「交渉前（戦略・権利化）」「交渉

中（対価設計・コミュニケーション）」「交渉後（管理・モニタリング）」の 3 つ

のフェーズに分解し、各フェーズにおける実務上の障壁やボトルネックについて

詳細に聴取する設問設計とした。  

 

 具体的には、以下の 3 つの主要テーマに基づきヒアリングを実施した。  

 

第一に、交渉前のフェーズにおける「マーケティングおよび権利化戦略」に関

する課題である。有望なライセンス先企業へのアプローチ手法（展示会、直接営

業等）における困難さや、限られた予算内での特許出願・権利化（特に海外出願）

における選別の悩み、およびそれらに伴う機会損失のリスク等について聴取を行

った。  

 

 第二に、交渉中のフェーズにおける「契約交渉および対価設計」に関する課題

である。対価（一時金・ランニングロイヤリティ等）を設定する際の根拠（ロジ

ック）や相場観の不足、交渉時における組織体制（研究者と TLO の役割分担等）

の課題、および企業との交渉における意識ギャップ等について実態の確認を行っ

た。  

 

 第三に、交渉後のフェーズにおける「契約管理およびモニタリング」に関する

課題である。契約締結後の企業による開発進捗の把握や、ロイヤリティ報告の確

認（監査）等における実務上の負担や実効性確保の難しさについて聴取を行った。 

 

 ヒアリング対象については、技術移転活動の実績や大学の特性を考慮し選定し

た国内大学（図表 3）に対し実施した。なお、ヒアリングにおいては課題のみな

らず、それらを克服するための各大学独自の工夫や取り組み（プラクティス）に
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ついても併せて聴取を行い、次章以降の分析の基礎情報とした。  

 

（ ii）  ヒアリング調査の結果  

 

  ヒアリング調査の結果、日本の大学が技術移転活動において直面している

課題として、海外企業へのアクセス手段の不足や出願コストの高騰、対価設定

における根拠の乏しさ、専門人材の不足といった具体的な事項が挙げられた。

また、ヒアリングでの直接的な言及に加え、プラクティスとの対比から想定さ

れる「潜在的な課題」についても整理を行った。  

 

 以下に、技術移転のプロセス（交渉前・対価設計・交渉時）ごとに、抽出さ

れた課題と現場からの具体的な声を整理して示す。なお、「潜在的な課題」と

は、ヒアリングにて直接的な課題としての言及はなかったものの、海外大学等

のプラクティスと比較した際に、その実現を阻害する要因として存在しうると

考えられる課題を指す。 

 

図表  34：ヒアリング調査に基づく日本の大学における技術移転活動の課題  

 

プロセス 課題 ヒアリング調査の結果 

ライセン

ス交渉前

段階での

活動 

（マーケ

ティング

等） 

 

【課題①】 

海外企業へのアクセ

ス・マーケティング手

段の不足 

・海外企業へのアプロ

ーチ手段がなく、問い

合わせ待ちの姿勢にな

りがちである。 

・展示会出展は行って

いるが、実際の成約に

はほとんど繋がってい

ない。 

・“必然的に日本企業が多くなり、海外からの問い

合わせは多くない。”（国内工業大学） 

・“（海外企業へのマーケティングの文脈で）TLO

のマンパワー的にも足りないところがある。”（国

内国立大学） 

・“展示会起点でのコネクションからライセンス契

約に至ったケースはほとんどない。”（国内国立大

学） 

・“展示会の出展で個別企業への訴求ができている

かというと微妙なところである。”（国内工業大

学） 

・“ライセンス単体での収益化が難しく、共同研究

獲得のフックとして特許を利用する（売り切り型）

実態がある。”（国内工業大学） 

【課題②】 

海外出願費用の捻出と

選別 

・“日本だけで権利化している知財では、それだけ

で交渉が破談することもある。”（国内国立大学） 
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・国内特許のみでは海

外展開の土俵に乗れな

い。 

・予算制約から、ライ

センス先未定の段階で

の海外出願（PCT 以降）

が難しく、機会損失の

リスクがある。 

・海外出願コストの急

激な高騰が追い打ちを

かけている。 

・“円安・物価上昇で代理人費用が跳ねあがってい

る（3 年前の倍近く）。”（国内国立大学） 

【潜在的な課題③】 

俗人化したネットワー

ク機能により、技術移

転の機会獲得が研究

者・室間に格差が生じ

ている 

・“（技術移転の機会は）研究者のネットワークが

寄与しているところが大きい。ライセンス収入規模

の大きいものは研究者と企業のつながりが強いもの

が中心である。”（国内私立大学、工業大学） 

交渉前に

おける対

価設計 

【課題④】 

対価設定の根拠不足 

（「相場観」の欠如） 

・技術の市場価値やロ

イヤリティ率の妥当性

を説明するデータがな

く、企業の言い値にな

りやすい。 

・“市場価格が分からず、金額感の落としどころは

賭けの部分もある。”（国内工業大学） 

・“TLO の対価設計は”安い”と感じることがあ

る。”（国内国立大学） 

・“TLO のような専門家がいない大学は、企業の言

い値になっている所もあるのではないか。”（国内

技術移転機関） 

【課題⑤】 

日本企業との「共願」

の慣行 

・日本企業との共同研

究では「共願（共有特

許）」を求められるこ

とが多く、大学単独で

のライセンス戦略が実

装できていない。 

・“日本は共願の特許が多いのは事実。日本の大学

では予算を確保できず、研究者がまず共願先を探

す、というようなことが起きている。”（国内技術

移転機関） 

・“共同研究になってしまうと成果が共同発明にな

り、共有特許となってしまう。”（国内国立大学） 
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【潜在的な課題⑥】 

収益性への強い期待と 

収益設計の硬直性 

・“大学側のライセンス収入を上げていこうという

期待値が高く、正直なところ担当者としては辛い。

（国内国立大学） 

【潜在的な課題⑦】 

訴訟等への予備的設計 

・“訴訟を起こすにあたって、エビデンスを調査す

るための予算がない大学も多い。”（国内技術移転

機関） 

交渉時の 

コミュニ

ケーショ

ン 

  

  

【課題⑧】 

専門人材（交渉官）の

不足と育成 

・企業側の知財・法務

部隊に対抗できる、ビ

ジネスと法務の両方が

わかる交渉人材が不足

している。 

・“対企業では人材に課題がある。局面に応じて、

自分たちが「お願いする立場」なのか「権利を主張

する立場」なのかを理解して話せる人材は貴重。採

用に工夫を行ってはいるが、企業との獲得競争にな

ると厳しい。”（国内国立大学） 

・“専門人材が慢性的に不足している。”（国内工

業大学） 

・“海外企業との交渉ができる人材がなかなかいな

い。”（国内国立大学） 

・“URA が最初から最後まで伴走しながら、適宜専

門的な内容は学内、あるいは学外の協力のもと技術

移転を行っている。ポイント的な外部人材の協力は

進んでいるが、伴走を行えるような人材が不足して

いる。”（国内私立大学） 

【課題⑨】 

技術移転に対する期

待・姿勢の違い（文

化・制度的） 

・技術移転に対する姿

勢や期待感 

・“大学側のライセンス収入を上げていこうという

期待値が高すぎて辛いことがある。収入だけがアウ

トプットだという見方が問題である。そもそも、ラ

イセンス収入は数年前の活動成果であり即時性がな

いにも関わらず、短期的な収入増への期待値が高

い。”（国内国立大学） 

【課題⑩】 

企業側が優位な交渉の 

姿勢（文化・制度的） 

・一部の日本企業では

企業優位の姿勢にて交

渉に望むケースがある 

・“一部の企業との交渉にて、適正な対価を支払う

マインドがそもそもあるのか疑問に思う局面があ

る。”（国内国立大学） 

・“共同研究の組成交渉時に、企業側が大学技術を

吸い上げ、権利分配を自社側に有利に進めようとす

るようなことがあった。”（国内国立大学） 

・“ある企業とのコミュニケーションの中で、「国

立大学の研究や技術は税金によって賄われているた

め、その成果として企業へ無償で提供すべき」とい
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う認識を持っているという話をされる事もあっ

た。”（国内国立大学） 

【潜在的な課題⑪】 

研究者の役割分担の曖

昧さ 

・国内の一部大学で

は、研究者が独自で企

業との交渉を行ってい

るケースがある。 

・“自学の一部研究室では、卓越した研究者が特許

戦略から実用化戦略まで全てを自ら組んで進めてい

る。”（国内私立大学） 

【潜在的な課題⑫】 

企業との関係構築の方

法 

国内大学から直接的に課題としての言及はなかっ

た。他方で次章のプラクティスにて関係構築の手法

について多く聞かれたことから、潜在的な課題とし

て整理し掲載している。 

 

 

（ iii）  委員会における指摘  

 

 ヒアリング調査を通じて抽出された日本の大学における技術移転の課題につ

いて、とりわけ第 3 回委員会において、その背景にある構造的な要因や企業と

の関係性について、より深掘りした議論が交わされた。主な指摘・コメントは

以下の通りである。 

 

〇 課題⑤「日本企業との『共願』の慣行」について 

 

 「共願の多さ」という課題に関連し、その要因として日本の大学が抱える資

金的な制約や構造的な問題が指摘された。  

 

 委員からは、「日本の大学、特に地方大学や中規模大学においては資金不足が

課題となっており、有望な研究成果が生まれても単独での特許出願費用を捻出

することが難しく、結果として費用負担を条件に企業との共同出願を選択せざ

るを得ないケースがある」との実情が述べられた。  

 

 一方で、「共同研究開始時に大学側が有力な単独特許を保有しているかどうか

が、その後の交渉における主導権を握る鍵となる」との指摘もあり、資金制約

という環境の中で、いかに戦略的にリソースを配分し単独権利化を進めるか

が、技術移転活動の成否を分ける重要な論点であることが確認された。  
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〇 潜在的な課題⑦「訴訟等への予備的設計」について 

 

 日米差の要因分析とも関連し、日本の大学における訴訟機能の保有状況が、

交渉力における課題の一因であるとの指摘がなされた。  

 

 委員より、「米国の大学が交渉において一定の立場を維持できる背景には、い

ざとなれば訴訟も辞さない体制があるが、日本の大学において訴訟機能を持つ

ことは容易ではなく、それが交渉力の弱さに繋がっている可能性がある」との

分析がなされた。 

 

 ただし、これに対しては「米国のような訴訟を前提とした解決策や、巨額の

訴訟費用を大学が準備するといった対応を日本でそのまま導入するのは現実的

ではなく、かえって企業との円滑な関係構築を阻害するリスクもある」との意

見も出され、訴訟によらない日本式のアプローチや解決策を模索すべきである

との方向性が示された。 

 

〇 課題⑩「企業側が優位な交渉の姿勢（文化・制度的）」について  

 

 日本の大学が直面する「対価設定の弱さ」や「交渉力の不足」といった課題

の背景には、企業側の意識や長年にわたる産学連携の慣行が深く関わっている

との指摘がなされた。 

 

 具体的には、委員より「日本の産学連携においては、共同研究費が比較的少

額（例えば 100 万円程度等）で設定されるケースも多く、こうした共同研究費

における金額感や相場観が、結果としてその成果である知財の評価額にも影響

を与えているのではないか」との見解が示された。これに対し、米国では共同

研究費の規模が相対的に大きいとの比較もなされ、入口である共同研究費の適

正化が、出口であるライセンス収入の向上にも不可欠であるとの認識が共有さ

れた。 

 

 また、「社会実装を進める上では企業が重要なパートナーであり、大学だけが

変わるのではなく、企業側とも対話を重ね、大学知財に対する適正な評価とは

何かを共に再考し、変わっていく必要がある」との意見が出され、課題解決に

は大学側の自助努力に加えて、企業側との相互理解や意識変革も不可欠である
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との認識が示された。 

 

3．技術移転における米国・諸外国等・国内大学のベストプラク

ティス  

 

 前節で整理した日本の大学が抱える課題に対し、国内外の大学ではどのよう

な工夫や取り組みが行われているのか。本節では、ヒアリング調査を通じて収

集された、技術移転活動における先進的な取り組みや効果的な手法（ベストプ

ラクティス）について整理し報告する。  

 

 なお、収集された個々の事例の詳細については、大学ごとの背景や具体的な

運用を含めて参照できるよう、別途「事例集」としてとりまとめを行っている

（資料編 I を参照）。本報告書においては、収集された事例から共通する要素や

成功要因を抽出し、日本の大学が抱える課題に対応する形でプラクティスの類

型化と傾向の説明を行うことを主眼とする。  

 

（ i）  ヒアリング調査設計  

 

 日本の大学が抱える課題に対する解決策の糸口を探るため、米国、諸外国等、

および国内の大学等に対し、技術移転活動における先進的な取り組みや効果的な

手法（プラクティス）に関するヒアリング調査を実施した。調査設計にあたって

は、前節で抽出した「技術移転プロセスの各フェーズにおける課題」に対応する

形で、具体的な解決策や工夫を聴取する設問構成とした。  

 

 具体的には、以下の観点に基づきヒアリングを実施した。  

 

 第一に、交渉前のフェーズにおける「マーケティングおよび権利化戦略」に関

するプラクティスである。有望なライセンス先企業の探索手法（データベース活

用、マッチングイベント等）や、限られた予算内で効率的に権利化を進めるため

の選別プロセス、および大学単独での権利保有を維持するための工夫等について

聴取を行った。  

 

 第二に、交渉中のフェーズにおける「契約交渉および対価設計」に関するプラ

クティスである。対価設定の根拠となるデータ活用やロジック構築の手法、交渉

を有利に進めるための組織体制（専門人材の配置、役割分担等）、およびスター

トアップ向けの柔軟な契約設計の実例について確認を行った。  
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 第三に、交渉後のフェーズにおける「契約管理およびモニタリング」に関する

プラクティスである。契約締結後の開発進捗管理（マイルストーン設定等）や、

ロイヤリティ報告の確認と監査権の設定などを通じ、契約の実効性を担保するた

めの具体的な運用方法について聴取を行った。  

 

 ヒアリング対象については、技術移転活動の実績や先進性を考慮し選定した米

国および諸外国等の大学（図表 4, 図表 5）、ならびに国内において特徴的な取り

組みを行っている大学に対し実施した。なお、国内大学については、前節の課題

調査と並行してプラクティスの聴取も行っており、対象大学は同一である。 

 

（ ii）  ヒアリング調査の結果  

 

本調査においては、国内外の大学に対するヒアリングを通じて、ライセンス

契約実務などの現場における具体的な課題を明らかにするとともに、それらを

乗り越えるための先進的な取り組み事例を収集した。こうして得られた知見

を、日本の大学が直面する課題への実務的な解決策として整理し、共通して活

用しうる考え方や取り組みを「プラクティス」として体系化した。  

 

 なお、抽出された各プラクティスおよび具体的な取り組み事例の詳細につ

いては、資料編「事例集」にて示す。 
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図表  35 課題とプラクティス、大学の取り組み事例の対応関係 

 

 

なおここで提示するプラクティスは、広く日本の大学に取り入れられること

を意識して体系化しているが、導入にあたっては個々の大学の状況や前提条件

（単独での特許保有率等）を踏まえた検討が必要であることを補記する。 

 

（ iii）  委員会における指摘  

 

収集されたプラクティスの評価および事例集としてのとりまとめ方針につい

て、第 3 回委員会においては、日本の大学への適用可能性や実効性を高めるた

めの視点から、以下のような指摘・コメントがなされた。  

 

① 「大学単独保有を原則とする知財ポリシーの設定」について  

 

 抽出されたプラクティスの中には、日本の大学の現状に照らすと導入のハー

ドルが高いものが含まれている点について議論がなされた。  

 

 具体的には、「海外スタートアップへの特許譲渡」や、「共同研究契約交渉時

の単独帰属条項の盛り込み」といった事例に対し、委員からは「一部の先進的

な大学では可能かもしれないが、多くの大学にとってはハードルが高く、現場

の萎縮を招く可能性がある」との懸念が示された。  

 



 

- 59 - 

 

 一部の先進的な事例として、その実施に必要な前提条件（単独保有特許の具

備）や段階的な導入ステップを念頭に置く必要があるとの認識が共有された。 

 

②「リソースプーリング（外部人材専門人材の戦略的活用）」について 

 

 人材不足の課題に対する解決策として提示された「リソースプーリング」等

の組織的対応について、その持続可能性を支える基盤に関する指摘がなされ

た。 

 

 委員より、「単に外部人材を活用したという結果だけでなく、その運営資金が

どこから出ているのか（自治体の支援や大学間の拠出等）という資金的裏付け

まで明らかにしなければ、日本の大学が同様の仕組みを構築することは困難で

ある」との意見が出された。組織的な連携や外部人材活用を進める上では、手

法論だけでなく、予算や組織の座組み（スキーム）の設計が重要な要素となる

ことが確認された。 

 

③ 「ライセンス契約雛形の導入・運用」における契約モデルについて  

 

 米国等の大学で見られる「スタートアップ・フレンドリー」な契約プラクテ

ィスについて、その真意を正確に伝える必要性が指摘された。  

 

 委員からは、「『フレンドリー』という言葉が独り歩きし、単に大学側が条件を

譲歩するだけの契約と捉えられないよう注意が必要である」との意見が出された。

米国における事例（プラクティス#3 の事例③等）では、初期の資金負担を軽減す

る一方で、成長後にはリターン（マイルストーンやロイヤリティ、エクイティ等）

を確保する設計となっており、大学が支援疲れすることなく持続的な関係を築く

ための合理的なモデルであることが確認された。  
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4.考察・まとめ  

（ iv）  本調査を通じて得られた示唆  

 

〇  日米知財収入差の実態と違いについて  

 

 本調査における定量分析の結果、日米の大学間には知財収入において約 64 倍

という決定的な差が存在することが確認された。さらに、その内訳を詳細に見る

と、特にランニングロイヤリティ収入の絶対額において隔たりがあり、またライ

センス収入の単価においても大きな差が生じている可能性が示唆された。  

 

 こうした差を生み出している背景には、ヒアリング調査等を通じて確認された

通り、米国大学が複数の特許を組み合わせた「面（ポートフォリオ）」として知

財を構築し、製品価値や相場観を醸成する戦略性や、契約締結後のモニタリング・

監査を通じて実効性を担保する厳格な管理体制といった、実務慣行や組織・戦略

作りといった違いが作用しているものと見られる。  

 

 一方で、研究者数や特許出願件数といった基礎的な研究開発規模の比較におい

ては、日米間に知財収入差ほどの大きな開きは見られなかった。これは、日本の

大学における研究開発活動のアウトプットの量自体は米国との比較で差はあれ

ども、創出される技術シーズそのもののポテンシャルは決して否定されるもので

はないことを示している。すなわち、日米の知財収入差は、技術力の差というよ

りも、その価値を最大化し収益に結びつけるための「仕組み」や「戦略」の違い

に起因する部分が大きいと結論付けられる。  

 

〇  技術移転活動における改善の余地  

 

 前項で述べた通り、日米の知財収入差が単なる研究規模の違いではなく、技術

移転活動における仕組みや戦略の違いに起因するものであるならば、それは裏を

返せば、日本の大学においても技術移転活動の改善を通じて対価獲得能力を向上

させる余地が残されていることを意味する。  

 

 本調査において収集された、国内外の大学における先進的なプラクティスは、

日本の多くの大学にとっても有益な指針となり得るものである。もちろん、国外

のプラクティスを参照する上では、各国の法制度や商習慣の違いを踏まえる必要

はあるが、これらの実務的な打ち手のエッセンスを抽出し、自学の状況に合わせ

て取り入れることで、技術移転プロセスの高度化を図ることは十分に可能である
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と考えられる。  

 

 すなわち、日米の知財収入差という事実は、日本の大学にとって悲観すべき結

果ではなく、むしろ技術移転活動の質的な向上に向けた「伸びしろ」が明確にな

ったと捉えるべきである。本調査で明らかになった課題とプラクティスを起点と

して、各大学が主体的に技術移転体制の強化や戦略の見直しを進めることが期待

される。  

 

〇  大学経営における技術移転の位置づけの再考  

 

 本調査の結果をもって改めて強調すべきは、技術移転活動とは、単にライセン

ス収入の多寡を競うためのものではなく、大学経営におけるリソース循環の重要

な一手段として位置づけられるべきであるという点であると考える。  

 

 日米大学の知財収入差は厳然たる事実として存在するが、それを断面的に捉え

るのではなく、大学の収益獲得戦略や、大学を取り巻くエコシステムの違いを踏

まえた上で、自学にとって最適なリソース獲得のあり方を模索する契機と捉える

必要がある。  

 

 具体的には、知財ライセンス収入のみならず、共同研究や受託研究、寄付金等

も含めた多様な資金獲得手段を組み合わせ、大学全体として「知と資金の好循環」

をいかに構築するかという戦略的な視点が求められる。（図表 36 参照）  
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図表  36：大学における多様なリソース循環 10 

 

 

 そのためには、技術移転部門の活動評価（KPI）も大学経営的視点から技術移

転活動の位置づけを俯瞰して設定されるべきだろう。共同研究への波及効果やス

タートアップ創出数、あるいは地域社会への貢献度といった多元的な指標を設定

し、大学経営全体の戦略の中で適切に評価し、人やモノへの投資を行うための基

盤の整備が重要である。本調査の結果が、各大学における技術移転活動のミッシ

ョンや目標設定の再考に寄与することを期待する。  

 

〇  産学連携エコシステム全体の進化に向けて  

 

 最後に、技術移転活動の成否は大学側の努力のみならず、パートナーである企

業の理解と協力にも大きく依存していることを指摘しておきたい。  

 

 本調査において明らかになった通り、技術移転の活性化には、大学側の体制整

備や意識改革だけでなく、受け手である企業側の行動変容も不可欠である。特に、

大学発の知財に対する適正な評価や、対価支払い（特にランニングロイヤリティ

等）に関する意識の醸成は、大学の研究活動を持続可能なものとし、ひいては産

業界へ新たなイノベーションの種を供給し続けるために極めて重要である。  

 

 大学と企業が相互の立場や価値観を理解し、単なる「売り手と買い手」の関係

を超えて、対等なパートナーシップの下で新たな価値を共創していく姿勢が求め

 

 
10 産業構造審議会  イノベーション・環境分科会  イノベーション小委員会「中間とりまとめ  参考資

料」  11 頁（経済産業省 , 2024 年 4 月）  



 

- 63 - 

 

られている。  

 

 本報告書および別冊の事例集が、大学関係者のみならず企業の実務者にとって

も有益な示唆を提供し、双方が相互理解を深め、より効果的かつ効率的な産学連

携活動を実践していく上での一助となることを強く期待する。  
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